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新 郷 校 Ｐ Ｔ Ａ 規 約
［名称］

第１条 本会は新郷校ＰＴＡという。

［目的］

第２条 本会は新郷校下児童・園児の福祉の増進と民主教育の振興をはかるとともに，会員

相互の親睦を高める。

［会員］

第３条 本会の会員は，本校児童・園児の保護者と本校・園職員（正会員）並びに本会の目

的に賛同するするもの（準会員）をもって組織する。

［役員選挙とその任期］

第４条

（１）本会に会長１名，副会長２名，書記１名，会計２名を置く。

（２）会長，副会長は選考委員会で候補者を選考し，総会で承認する。選考委員は運営委員

会で選出する。

（３）書記，会計は会長が委嘱する。

（４）本会に顧問を置くことができる。顧問は会長が委嘱する。

（５）役員の任期は１年とする。但し，再任は妨げない。

［役員の任務］

第５条

（１）会長は本会を代表し，会務を総括する。

（２）副会長は会長を補佐し，会長事故ある時は職務を代行する。

（３）書記は会議を記録するとともに，委任された事務を行う。

（４）会計は本会の経理に関する事務を処理する。

［総会］

第６条

（１）年次総会を３月に開き，予算，決算の承認，会則の修正，その他必要事項の審議と役

員の改選を行う。但し，役員は３月末まで実務に当たる。

（２）会員の３割以上の要求のある時は，会長が臨時総会を招集できる。

（３）会計年度は３月１日より翌年の２月末までとする。

（４）正会員の５分の３（委任状を含む）の出席数をもって総会成立とする。

［委員会］

第７条 本会に次の委員会を置き活動を推進する。各委員は互選により正副委員長を選出す

る。委員の任期は１年とする。但し再任は妨げない。

（１）運営委員会

役員，各委員会１～２名の代表でもって構成し，各委員会で立案された事業計画の調整，

予算の執行，総会に提出する議案の作成，総会から委任された業務，その他会長が必要と認め

た事項の運営に当たる。但し，必要に応じて顧問を招集することができる。

（２）特別委員会

特別の事業遂行のために設けられ，目的達成の後解散する。委員は会長が委嘱する。

（３）庶務委員会

校下区長をもって組織し，会費の徴収，本会並びに学校に必要な事業の経費の調整をは

かる。

（４）学級委員会

各学級より男女１名あて委員を選出し，学級ＰＴＡの司会，運営並びに学級間の調整を
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はかるとともに，ふれあい学級，両親学級等の企画運営に当たる。

（４）－１ 当該学級のＰＴＡ会員が少数の場合は、男女１名の委員は、運営委員会で協議の

上、総会の承認を経て、実状に沿うよう別に定めるものとする。

（５）環境委員会

地区より選出された委員をもって構成し，学校の環境整備並びに充実に関する事項の運営

に当たる。

（６）育成委員会

地区より選出された委員をもって構成し，保健体育活動及び校外における児童・園児の補

導に当たる。

（７）広報委員会

学級より選出された委員をもって構成し，「郷の集い」の編集発刊 に当たる。

（８）交通委員会

総会で選出された会員をもって構成し，新郷校下児童・園児の登下校時の交通安全に努

める。

（９）全体委員会

全委員で構成し，本会運営に関する事項について審議する。

［監査委員会］

第８条

（１）本会には２名の監査委員を置く。

（２）監査委員は選考委員会で候補者を選考し，総会で承認する。

（３）監査委員会は会計の監査を行い，その結果を総会に報告する。

［会費］

第９条

（１）本会の事業経費は，会費，事業収入，寄付金，簡易保険団体払込制度を利用した簡易

保険団体振込割引額等をもって充てる。

（２）会費は会員を対象とし，総会においてその額を決定する。

（３）正会員は加入した場合は，設備後援会に加入する。（但し，本人の意志を尊重する。）

［会則の修正］

第10条 会則の修正は原則として年次総会に行う。但し，正会員の出席が５分の３に達してお

り，その出席数の３分の２の賛同者を要す。

［細則の設置］

第11条 本会の運営に必要な場合は，細則を設けることができる。

【付記】 昭和５５年１２月２３日改正

昭和６３年１２月２２日改正

平成 ９ 年 ３ 月 １ 日改正

平成１７年 ３ 月 ４ 日改正

平成１８年 ３ 月１０日改正

平成１９年 ２ 月 ３ 日改正

平成２０年 ３ 月 ７ 日改正

平成２２年 ２ 月 ６ 日改正

平成２３年 ３ 月 ４ 日改正


